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敵基地攻撃能力の保有、軍事費の増額と増税の中止を求める意見書 
 

自民・公明両党は歴代政権が憲法違反としてきた「反撃能力」（敵基地攻撃能力）の保

有で合意した。これにより、戦後防衛政策の根幹である「専守防衛」の形骸化がいっそう

深刻になった。 
政府・与党は、北朝鮮のミサイル問題など「安全保障環境」を口実に、国家安全保障戦

略などの安保３文書を改定し、他国領土への攻撃に道を開く「敵基地攻撃能力」の保有を

正当化した。これによって、「海外での武力行使」を禁じている憲法９条に基づき、自国

領域内での武力行使に限る「専守防衛」を大転換しようとしている。 
敵基地攻撃能力は日本への武力攻撃がない段階でも、「存立危機事態」（集団的自衛権

の行使）により、米軍からの要請があれば海外で武力攻撃を行う可能性があり、「攻撃目

標」は特定されていないことから相手国の全域が攻撃対象となる。 
同時に行われている大軍拡の議論では、巡航ミサイル「トマホーク」を５００発配備な

ど、軍事費を国内総生産（ＧＤＰ）比２％以上、５年間で４３兆円に引き上げようとして

いる。それだけに止まらず、５年後以降も１１兆円を確保するために年１兆円の増税が検

討されている。  
よって、国におかれては、「軍事対軍事」の悪循環をつくり出す憲法違反の敵基地攻 

撃能力の保有と、大増税によって国民の暮らしを押しつぶす軍事費２倍化の中止を求める

ものである。 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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